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                               （vol.４２４）２０２５年１２月                       

TEAM yoko-so 

                               “““eeexxxeeecccuuutttiiiooonnn２２２０００２２２８８８---７７７５５５＊＊＊８８８”””   

            私たちはお客様の“元気”をサポートします！ 

ＤＤＤＸＸＸででで利利利益益益ががが出出出るるるののの？？？   
「社長の教祖」と呼ばれた経営コンサルの一倉定の有名な言葉に以下のものがあります。 

 
「経費節約病」というのは多くの会社で繰り返される病気であり、不景気や業績低下時に重症となる 

経費に焦点を合わせてこれを節減しようとしても、よほど放漫な会社を別にすれば経費を５％ 
節減しようとしたら、ほとんどの会社で日常活動に大きな支障をきたすことはまず間違いない。 
事業の経営というものは、経費をおさえるという消極的な態度ではなく、売上を積極的に上げ、 
利益を大きくすることこそ肝要である。経費をおさえることは極めて難しく、利益を上げる可 
能性は非常に大きいからである。 

 

●効率化だけのためなら本末転倒？ 
これは「経費の節減が悪い」という意味ではありません。私ども yoko-so も積極的に DX に取り組んでいま

す。ただ、事業の経営とは内部を管理することではなく市場と顧客に対する活動であることを忘れず、経営

者は必ず意識を社内ではなく社外（顧客）に向けるべきということを伝えているのだと思います。経営者が

単純に経費節減や効率化に夢中になり過ぎている会社で成長している会社は見たことがありません。 
例えば大企業のコールセンターをＤＸで効率化をすることにより500人いたオペレーターが50人で済めば

450 人分の人件費の削減という効果が生まれます。それは年間で何億、何十億円という利益を生み出すことに

なるかもしれません。 
しかし、元々20 人しかいない中小企業がＤＸを導入して業務日報や経費精算やいろいろな報告書の作成を

効率化したとしても社員の残業代が軽減する程度の節減にしかなりません。社員数を減らすことはできませ

ん。もし社員数を減らすとなればただでさえ小さい企業がますます縮小して消滅する？方向に向かいます。 
中小企業に必要なのは顧客を創造し、売り上げ利益を拡大するためにどう経費を使うのか？どんな投資を

行うのか？を積極的に選択し続ける戦略と社長の覚悟なのではないでしょうか？ 

●未来事業費を最大に！ 
費用は単なる経費という観点からではなく、その使途と特性の分析からスタートしなければなりません。 

日常の繰り返し業務の管理に使われる「管理的費用」、今日の収益をあげるために使われる「販売促進費」、

未来の収益を上げるために使う「未来事業費」の三つに区分して社長の頭の中を整理する必要があります。  

社長には三つの費用それぞれの活動に対する基本的な方針を決め、先頭に立って成果を生み出すために徹

底的に戦う姿勢が求められます。管理的費用はＤＸ等を活用して節減や生産性向上に取り組む指示をすれば

よいのです。そして、販売促進費の効率化を最大限に追求する戦略と方針を明確にしなければなりません。

また、最重要の未来事業費に対する大胆な投資こそが経営者に課せられた最大の「決断」なのだと思います。 

同じＤＸに取り組むのであっても、それは社内管理の効率化や生産性向上等単なる経費節減への取り組み

だけではなく、顧客提供価値の向上に結びつく未来事業費に区分されるものでなければ意味がありません。 

私たち経営者はドラッカーの「企業の目的は顧客の創造である」「企業の目的は企業の外にある」という言

葉を忘れてはならないのです。決して社内管理だけに重きをおいてはなりません。 
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 今今月月ののワワンンポポイインントト！！          ((担担当当：：鈴鈴木木))    

◆◆◆   退退退職職職金金金制制制度度度ののの構構構築築築ははは、、、中中中小小小企企企業業業、、、個個個人人人事事事業業業主主主でででももも重重重要要要   

昨今、人材確保・定着のために中小企業でも退職金制度の有無が重要視されています。退職金は、従業員

の福利厚生だけでなく、経営者、役員の方の老後資金準備にも重要です。さらに 2025 年税制改正等で掛金等

の増額等が 2026 年以降に予定されており、退職金制度を導入する企業は増加すると予想されます。そこで今

回は、中小企業、個人事業主の方が利用しやすい退職金制度をご案内いたします。 

● 中小企業、個人事業主様向けの退職金制度 

一般に退職金制度は上場企業や大手企業の制度だと思われてきました。しかし現在は、中小企業でも短

期間で導入できる退職金制度が複数ございます。今回は、代表的な退職金制度をご紹介いたします。 

名 称 主な内容と特徴 
＊掛金等は 2025 年 11 月末時点の金額を使用 

主な加入条件 
＊下記以外の条件あり 

企業型ＤＣ 
（企業型確定拠出年金） 

〇掛金分は、給与額面がさがり、社会保険料、所得税、

住民税の負担減 ＊会社の社会保険料の負担も減 

〇掛金：3,000 円～55,000 円/月 

〇加入者自身が、運用商品を選んで運用 

〇運用益は非課税（通常は、約 20％課税） 

〇60 歳以降しか引き出しできない（加入期間で異なる）

〇退職所得控除や公的年金等控除が受けられる 

〇役員のみの 1人法人も利用 OK 

〇厚生年金加入必要 

など 

はぐくみ企業年金 
（確定給付企業年金制度） 

〇掛金分は、給与額面がさがり、社会保険料、所得税、

住民税の負担減。＊会社の社会保険料の負担も減 

〇掛金：1,000 円/月～給与の 20%まで（上限 40 万円/月） 

〇退職時、休業・休職時などに受け取れる（条件あり） 

〇運用の責任は企業が負う。（積立不足時） 

〇退職所得控除や公的年金等控除が受けられる 

〇厚生年金の加入対象者が 

3 名未満の法人は加入不可 

〇役員のみ法人は加入不可 

〇個人事業主 加入不可 

など 

ｉＤｅＣｏ 
（イデコ） 

〇会社員の掛金：5,000 円～23,000 円/月 

〇個人事業主の掛金：5,000 円～68,000 円/月 

〇所得税、住民税の負担減 

〇加入者自身が、運用商品を選んで運用 

〇運用益は非課税（通常 約 20％課税） 

〇退職所得控除や公的年金等控除が受けられる 

〇60 歳以降しか引き出しできない。（加入期間で異なる） 

〇原則として日本在住の 20 歳以上

60 歳未満の国民年金被保険者 

〇60 歳以降も国民年金の任意加入

被保険者であれば加入可能 

〇厚生年金に加入している会社員

や公務員は、60 歳を過ぎても加

入可能 

小規模企業共済 

〇小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための

積み立てによる退職金制度 

〇掛金：1,000 円/月～70,000 円/月 

〇所得税、住民税の負担減 

〇積立金から低金利の貸付制度を利用できる 

〇業種によって加入条件が異なり

ます。（従業員数など） 

〇役員や個人事業主以外の 

従業員は、加入不可 

その他 

〇中小企業退職金共済制度（中退共） 

〇セーフティ共済（倒産防止共済）や各種保険（逓増定

期保険、長期平準定期保険、終身保険、養老保険など）

の活用 

 

● 企業にあった退職金制度を選ぶことが重要 

退職金は、誰のための制度か？従業員さん向けの制度か、役員や経営者向けの制度か、目的によって選択

する退職金制度も異なります。各制度の特徴を把握して自社にあった選択をご検討ください。また、上記制

度は併用できるものもございますので（例：小規模企業共済とイデコなど）、組み合わせて運用することも有

効です。 

● 導入に関しての協力 

企業型ＤＣや、はぐくみ企業年金などは、導入までに 5～6 か月かかり従業員さんへの説明も必要になるた

め、専門家への協力依頼をお勧めします。弊社でも企業型ＤＣを数年前に導入しましたが、専門家の協力を

受けて導入しました。継続して従業員への教育や従業員からの相談サポートをしていただいております。 

● 最後に 

2025 年税制改正などをみると、今後も退職金制度は拡充されることが予想されます。2026 年にむけて退

職金制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。 

ご不明な点等は、弊社担当者へお問い合わせください。 
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  事事業業承承継継・・MM&&AA レレポポーートト（（ソソリリュューーシショョンン事事業業部部事事業業承承継継・・税税務務支支援援  担担当当：：足足立立））       

★★★   事事事業業業承承承継継継税税税制制制「「「特特特例例例措措措置置置」」」   特特特例例例承承承継継継計計計画画画書書書ののの提提提出出出期期期限限限ががが迫迫迫るるる   

 事業承継税制（特例措置）の適用を受けるための特例承継計画書の提出期限が 2026 年 3 月 31 日と、残り 3
か月に迫っています。2023 年 6 月、10 月のニュースレターでも事業承継税制に触れましたが、改めてこの制

度について解説します。 
● 事業承継税制とは 

中小企業の経営者にとって、事業承継は「いつか必ず訪れる経営課題」です。しかし、実際には株式の移

転方法や税負担への不安から、検討が先送りされるケースが多く見られます。こうした不安を大きく軽減で

きる制度が、『事業承継税制（特例措置）』です。この特例措置を活用すると、自社株式（非上場株式）の承

継時にかかる贈与税・相続税について最大 100％の納税が猶予され、後継者は税負担を気にせず経営に専念

することができます。株価が高いほどインパクトは大きく、承継後の成長戦略にも差が生まれます。 

 
（出典：２０２３年１０月１日付の日本経済新聞） 

● 事業承継税制（特例措置）の適用を受けるには 

この制度を使うには、2026 年 3 月 31 日までに特例承継計画を提出する必要があります。特例承継計画と聞

くと「本格的な承継内容まで固めないと提出できないのでは」と不安に思われる方もいますが、実際はそこ

まで複雑な書類ではありません。後継者候補や承継の方向性、将来の経営方針などを整理してまとめるシン

プルな内容です。また、計画提出後に内容が変わったとしても後継者変更も含めて柔軟に修正可能です。 

● 迷うくらいであれば提出してしまいましょう 

特例承継計画は「迷うくらいなら、まず提出しておくべき書類」なのです。計画通りに承継できなくても罰

則はありません。特例措置は将来の事業承継を円滑に進めるための“保険”に近い性質を持っています。ま

た、実際に贈与や相続を行う前には、株価評価や株主構成の整理、後継者教育など、多くの準備が必要です。

これらには一定の時間（5～10 年）がかかるため、計画提出だけ先に済ませて選択肢を確保し、その後時間を

かけて承継設計を進めるという進め方が合理的です。 

● 備えが企業を守る 

経営者が高齢化する中、事業承継は避けて通れない経営判断です。特例措置は税負担を軽減するだけでなく、

承継後の成長投資に資金を回しやすくするという効果も持っています。制度を利用するか否かで、後継者の

経営の自由度や企業価値向上のスピードにも差が生じます。当事務所では、制度の適用可否の判断、特例承

継計画の策定支援、株価評価、承継スケジュールの設計など、一連のサポートを提供しています。特に、期

は、是非一度ソリューション事業部にご相談ください。 
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 今今月月のの一一言言・・・・・・““良良薬薬はは口口にに苦苦しし””      

 
「 最終的に人が必要とするのは「知恵」ではなく「覚悟」 」 

                        
迷ったときには頭を使わず心を使って腹で決める．．．頭を使えば計算(言い訳、誤魔化し) 
することになる。決めるとは決断、あるがままを受け入れ決めて退路を断ち切ること。 

 
★本や講演やお客様のお話の中から、「これは自分の生き方に取り入れよう」と感じた 
ことをノートに書きとめています。そのノートの中から一言．．．(ｖｏｌ．２１２) 
 

★ 12 月も残すところわずかとなり、年末のご挨拶を申し上げます。本年は国際情勢や経営環境の変化が続く中、

皆さまより多大なるご支援を賜り、心より深く感謝申し上げます。来年もお客様に寄り添いながら、確かな

価値の提供とともに共創と成長を目指して全力で尽力してまいります。寒さが厳しい時期ではございます

が、どうぞご自愛いただき、健やかに良い新年を迎えていただければと思います。      （NAMIZAKI） 

★ 先日、事務所で里親をしているカンボジアの SAJ「夢追う子どもたちの家」へ行ってきました。学校に着く

と直ぐに子供達が近くに来てくれました。一人の子どもが満面の笑みで私の左手をぎゅっと握り、右の腰を

しっかりと掴んでくれました。今でもその手の感触が忘れられません。帰るまで一緒にいてくれましたので、

最後は溢れる涙が止まりませんでした。今後、どう関わっていけるか思案です。       （NISHIO） 

★ 先日、大手結婚式場の経営企画の方と知り合ったのですが、推し活でアニメキャラと結婚式を挙げたいとい

う問い合わせがあったそうです。式場を借りて 3D 映像を流し、参列者は推し活仲間。誓いの言葉や指輪交

換まで本格的に行うケースもあるとか…。推しへの愛の形は本当に多様で、好きなものを好きなように祝え

る時代になったのは、人の新しい進化なのかもしれませんね。             （TOCHIKURA） 

★ 今年の社員旅行はディズニー・シー＆リソルの森（千葉）でした。幹事から行先を聞いたときはどうなるこ

とかと思いましたが、誰もが楽しめるようにチーム編成をしたり、ゲームを企画したり。たくさんコミュニ

ケーションが生まれてほしいという幹事の意図通りの旅行となりました。リフレッシュもできたので、繁忙

期を元気に走り抜けます。今年もお世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。 （YAMAMOTO） 

★ 昨年亡くなった家内の遺産で寄贈したカンボジアの小学校の開校式に、事務所の代表二名、小学校からの友 

人二名、長女と孫、事務所の OB 税理士、クライアントの社長と、私も含めて計９名で行ってきました。わざ

わざカンボジアまで強行軍のスケジュールに参加していただいた友人や仲間やお客様に心から感謝です。ま

た、たくさんの皆様から学校に届ける衣類や備品や文房具をご寄付いただき心から御礼を申し上げます。 

すべてを大切に持参し校長先生や村長さんに渡しました。 

学校を建設した村は首都プノンペンから車で６～７時間か 

かるベトナム国境に近いカンボジアでも最貧の村の一つで 

す。訪問した家庭の一つは親子６人暮らしで中学二年の次 

男は兄弟のために通学をせず働いているとのこと。家族の 

月収は30ドルに満たず国際的な貧困ラインの2.15ドル/日 

を大きく割り込むその日の食事にも困る生活です。このご 

縁を大切に、この村のためにできる限りの支援をしていこ 

うと思います。たくさんのご縁に感謝。     （IZUMI） 
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TEAM yoko-so 

税理士法人横浜総合事務所  

株式会社横浜総合マネジメント／株式会社横浜総合フィナンシャル／株式会社横浜総合エクスペリエンス 

＜ 横浜総合ＡＳＰ推進センター ／横浜総合Ｍ＆Ａセンター ＞               

                      セミナーのご案内  

 

★ “数字で未来を描き、理念が未来を動かす“ 

～１日で“動く中計”をつくる実践直結セミナー！～ 

講師 ： 税理士法人横浜総合事務所  

日時 ： ２０２６年１月１５日(木)・２月１２日（木）／１０時００分～１８時００分 

場所 ： 横浜総合事務所 セミナールーム 

参加費 ： 一般 ５５，０００円／顧問先 ２７，５００円  ※当日お持ちください 

  

★ “未来を切り拓く！” 現状分析と数値計画策定 実践講座 

              ～会計を通して自社の未来を考え経営するキッカケ作りに！～ 

講師 ： 税理士法人横浜総合事務所 パートナー事業部 リーダー 大川 駿平 

日時 ： １月２６日(月)／１３時００分～１５時００分 

場所 ： Zoom を活用したオンラインセミナー 

参加費 ： 無料  ※弊社関与先以外の方は事前に会計データをいただきます 

                                     

★ “日本政策金融公庫の融資担当者が来社！” 融資相談会 『一日公庫』 

～経営に必要な資金調達のヒントがここに！～ 
講師 ： 税理士法人横浜総合事務所 パートナー事業部 中小企業診断士 常平 剛 

日時 ： ２０２６年１月２７日(火)／９時００分～１７時２０分 

場所 ： 横浜総合事務所 セミナールーム 

参加費 ： 無料 

 

  ネットワーク   

日本大通り法律事務所、小越豊司法書士･行政書士事務所、小俣不動産鑑定士事務所 

㈱人財経営センター、㈱日本Ｍ＆Ａセンター、社会保険労務士法人エール 

㈱事業パートナー、㈱ＦＰＧ、㈱経営改善支援センター、一般社団法人フードアカウンティング協会 

㈱パワーズアンリミテッド、税理士法人東京クロスボーダーズ 

ベンチャー支援機構ＭＩＮＥＲＶＡ（支援会員） みらいコンサルティンググループ 他 

〒231-0023 横浜市中区山下町 209 帝蚕関内ビル 10Ｆ 

TEAM 横浜総合事務所 ／TEL045(641)2505、FAX045(641)2506 

ホームページ  http://www.yoko-so.co.jp/ 
 Note（毎月更新）、facebook（毎日更新）にもつながります

http://www.yoko-so.co.jp/
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「数字で未来を描き、理念が未来を動かす」



www.yoko-so.co.jp





TEL045-641-2505
税理士法人 横浜総合事務所 担当 今井、大川、鈴木（博）

bixid（ビサイド紹介） お問合せ・質問



 

 

融資相談会 

『一日公庫』のご案内 

税理士法人横浜総合事務所では、日本政策金融公庫 横浜支店と連携

し、以下の日程で融資相談会『一日公庫』を開催します。皆さまのご参

加をお待ちしています。 

 

  受注が増えて忙しくなりそうな

ので、仕入資金を手当てした

い。 

  従業員へボーナスを出そうと考

えているので、その資金を準備

したい。 

  生産性向上のため、最新工作

機械を導入したい。 

  設備が老朽化したので、新しい

ものに買い替えたい。 

 

「融資相談会」の特徴 ご相談内容の例 
 

  税 理 士 法 人 横 浜 総 合 事 務

所 様 に日 本 公 庫 の融 資 担

当 者 がお伺 いし、融 資 や事

業に関 するご相 談 を承りま

す。 

  融 資 制 度 全 体 にかかるお問

い合せや創 業に関 するご相

談 なども可 能 です。 

  事前に決算書等の資料を提出

いただければ、より迅速に融資

審査結果をご連絡できます。 

 

日 時： 令和８年１月２７日（火） 

９：００～１７：２０ 
会 場： 税理士法人横浜総合事務所  

 神奈川県横浜市中区山下町 209  

帝蚕関内ビル 10F 

参加費： 無料 

申込み： 要 （裏面の QR コードまたは参加申込票を FAX 下さい） 

お申込方法は、裏面をご覧ください。 



 

 

下記の QR コードからお申し込みください。 

または、下記の参加申込票にご記入いただき、そのまま FAX にてご送付ください。 

 

 

 

 

 

 

 

お名前（会社名・屋号） 

 

代表者名 

 

ご住所： お電話番号： 

業種： 

該当項目の□に「✓」を付けてください。 

□ 相談会に参加を希望する。（ご希望の時間帯をお選びください） 

・日にち  １月２７日（火）   
    

・時間帯 □  9：00～10：20 □ 10：30～11：50  
 □ 13：00～14：20 □ 14：30～15：50 □ 16：00～17：20 

 

ご記入いただいたお客さまの情報は、税理士法人横浜総合事務所および日本政策金融公庫が以下の利用目的の範囲内で利用い
たします。 
１ 本相談会の実施・運営 
２ アンケートの実施等による調査・研究および参考情報の提供 
３ 融資制度・セミナー等のご案内のためのダイレクトメール・メルマガの発送等（任意） 

※上記３の利用目的に同意されない方は、右の□に「✔」を付けてください。 □前３の利用目的で利用することに同意しません。 

参加申込票 

ＦＡＸ番号︓045-641-2506 

お申し込みはコチラから  

お問合せ先： 税理士法人 横浜総合事務所  担当：常平  TEL : 045-641-2505 



理念経営セミ ナー
～合宿版～

S e m i n a r

2 . 18    2 . 19
水13 : 0 0

参加資格： 企業のTOP（ 経営者、 後継者、 後継予定者）

定員　 　 ： 限定6名

会場　 　 ： 税理士法人横浜総合事務所セミ ナールーム

参加費　 ： 165,000円（ 税込） ※宿泊費、 1日目夜懇親会費含む

主催　 　 ： ㈱横浜総合エク スペリ エンス

　 　 　 　 　 税理士法人横浜総合事務所

申込方法： 弊社ホームページから

連絡先　 ： 045-641-2505　 担当： 小川
※詳し い内容が知り たい方は気軽にご連絡く ださ い。

17 : 0 0

▶
木

【 講師】  泉 敬介

税理士、 Ｍ＆Ａ シニアアド バイ ザ

ー、 ＭＡ Ｓ 監査プラ ンナー、 Ｆ Ｐ

Ｔ Ｅ Ａ Ｍyoko-soＣ Ｅ Ｏ

税理士法人横浜総合事務所創業者

中小企業の発展と 個人の真の豊か

さ の実現のために自由と 自立をコ

ンセプト と し た法人・ 個人の未来

会計業務を提供し ている。

成長する企業の条件は、 社長個人の人生理念を明確にし 、

こ れを基盤と し て、 自社の経営理念から 日々の経営までが

一気通貫するブレ ない軸に貫かれているこ と が必須です。

他社から の借り 物ではなく 社長が命を削っ て戦える基盤と

なる御社の真の経営理念を創っ てみませんか？

社長の人生理念が、

未来を切り 拓く 経営理念と なる



本セミ ナーは1D AY形式で過去4回

開催し 、 ご参加いただいた皆様か

ら 好評を いただいており ます。

し かし 、 1日では考えを 整理する 時

間が足ら ず、 経営理念の作成まで

至ら ないと のご意見を 多数いただ

き まし た。 そのよう な経緯から 今

回合宿版（ 2D AYS） を 開催する運

びと なり まし た。

合宿版　 理念経営セミ ナー

個人の価値観の整理

経営目的の整理

経営理念の作成

生まれてから 今日までの自分を形作る出来事の振り 返り をし ていただき 、

TOP個人が大切にし ている在り 方・ 生き 方を 整理し ていただき ます。

なぜ会社を経営し ているのか、 個人ではなく 組織で目指すも のは何かを 整理

し ていただき ます。

STEP01.02で整理し た材料を基に会社が大切にする価値観や行動指針を作成

し ていただき ます。

経営理念の浸透・ 運用
経営理念作成後、 組織の社風と するための取り 組みや活用方法を紹介さ せてい

ただき ます。

ディ ナーミ ーティ ング
1日目の総括と し て参加者中心にざっ く ばら んに振り 返り をし ていただき

ます。 また、 代表の泉を はじ めyoko-soメ ンバーが壁打ち相手と なり 、 価

値観の整理のお手伝いを さ せていただき ます。

宿泊
会場近く のホテルを手配いたし ます。 ※詳細は決まり 次第ご連絡いたし ます。


